
令和　７年 ２月１４日改訂 
平成１６年 ３月２５日 　 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

エアージャンパー

１ 当該商品等の概要 

○用途、機能、性能

空気を詰め込んで膨らんだ状態にし、その上で子どもが飛び跳ねたりして遊ぶナ

イロン製の遊戯器具である。

○ 構造、仕様、意匠

専用のブロアにより空気を送り続けることにより、小部屋と滑り台がセットにな

った形状となる。吸気口及び排気口は金網で保護されている。 

定格：１００Ｖ、６６０Ｗ 

○主な使用者、販売先

玩具店、自動車販売店等で販売され、一般家庭、保育施設等で使用される。

２ 対象・非対象の解釈 

 特定電気用品の電気用品中、電動力応用機械器具の「その他の電動力応用遊戯器

具」として取り扱う。 

（理由） 

 送風機を利用した遊戯器具であることから、「電動式おもちゃその他の電動力応

用遊戯器具」における、「その他の電動力応用遊戯器具」として取り扱うことが妥

当であると判断する。 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係




